
１７財政 

 １普通会計の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状 

 新居浜市については、形式収支1,562百万円、実質収支1,020百万円の黒字

となっている。単年度収支は、前年度と比べて実質収支の黒字額が減少した

ことにより△76百万円の赤字となっている。また、実質単年度収支は、財政

調整基金への積立等により、147百万円の黒字となっている。 

 別子山村については、形式収支、実質収支は78百万円、単年度収支7百万円、

実質単年度収支46百万円の黒字となっている。 

課題 

 従来の決算はフロー情報のみであるため、バランスシート等のストック情

報を取り入れた財政状況を明らかにし、今後の財政運営に活かすとともに、

よりわかりやすい形で市民に公表する必要がある。 

 別子山村のストック情報を取り入れた財政状況を把握するとともに、合併

後の中長期的な財政計画の作成が必要である。 

効果 

 行財政運営の効率化が図られ、少ない経費で、より高い水準の行政サービ

スが可能となる。  

 



 ２主要財政指標 

 

（参考） 地方交付税 

全国どこでも一定水準の行政サービスが提供できるよう所得税、法人税、酒

税、消費税、たばこ税の国税５税の一定割合を地方自治体の財政力に応じて

配分するのが原則。福祉や教育、建設事業など各自治体が標準的な行政を実

施するのに必要な経費（基準財政需要額）と、見込まれる地方税収入（基準

財政収入額）の差が配分額となる。交付税総額の９４％が普通交付税（年４

回に分けて交付）残り６％は災害復旧など臨時的な経費を手当する特別交付

税（年２回交付）となる。 

 １３年度の普通交付税は前年度４．９％減の１９兆１２８８億円で、８年

ぶりに前年度を下回った。 

 交付税の不足分を国が交付税特別会計で一括して借入賄う手法を、本年度

から各自治体が独自に赤字地方債（臨時財政対策債）を発行し手当をする方

式に改めたことが要因。赤字地方債は、１兆４４９７億円を発行可能とした。

その元利償還金は来年度以降、全額交付税で手当され、地方に実質的な負担

はない。 

 総務省は経済財政諮問会議の基本方針に沿い本格的な交付税改革に乗り出



す。 

現状 

 新居浜市については、基準財政収入額は平成10年度を頂点に減少傾向にあ

るが、基準財政需要額が年々増加しているため、財政力指数は低下している。

標準財政規模は平成12年度に減少に転じた。実質収支比率は4%代前半、公債

費比率は16%前後で推移しており、起債制限比率は12%から11%台で低下傾向、

経常収支比率は75%前後で推移しており、財政構造の硬直化・弾力性という面

で、健全財政を維持しているといえる。 

 別子山村については、公債費比率、起債制限比率、経常収支比率は概ね問

題ない数値であるが、財政力指数は0.076とかなり低い数値となっている。 

課題 

 各指数の格差が生じている項目について、精査及び改善に向けた取り組み

が必要である。 

 新居浜市の各指数は、現在概ね望ましい範囲内にあるが、大型事業の実施

により公債費比率の上昇が見込まれるため、経常経費の抑制、適債事業の厳

選、繰上償還等、可能な限り積極的な取り組みが必要である。 

効果 

 人件費等経常経費の削減により、経常収支比率の低下が見込まれ、財政構

造の弾力性が向上する。 

 



 ３歳入の状況 

現状 

 新居浜市は、自主財源22,173百万円（51.4%）、依存財源20,970百万円（48.

6%）となっている。別子山村については、自主財源226百万（19.8%）、依存

財源 

915百万円（80.2%）であり、依存財源の比率が高くなっている。 

 地方税を見ると、新居浜市が38.8%と最も構成比が高いのに対し、別子山村

は 

3.6％であり、地方交付税に依存した状況である。 



課題 

 普通交付税は特例期間を過ぎると削減が見込まれるため、地方税、使用料・

手数料、負担金・分担金等の徴収率の向上や単価の見直し、国・県補助金等

の財源確保に向けたより一層の努力が必要である。 

 また、市債については、引き続き適債事業を厳選し、後年度負担に留意し

た活用を行うとともに、交付税制度見直しの動向にも留意しなければならな

い。 

 

効果 

 普通交付税について、合併算定替により、合併以後10年間は従前の額が保

障され、行政の一体化等に要する経費については合併補正で措置される。 

 公共的施設の整備、合併市町村振興基金の積立等について、合併特例債が

活用できる。 

 



 ４性質別歳出の状況 

 

現状 

 構成比で見ると、新居浜市は義務的経費（人件費、扶助費、公債費）が44.

4%、投資的経費（普通建設事業費、災害復旧事業費）が20.5%となっている。

別子山村については、義務的経費が26.9%、投資的経費が39.2%である。 

 各区分の構成比を比較すると、扶助費が新居浜市12.9%、別子山村0.2%、普

通建設事業費が新居浜市20.4%、別子山村38.2%と、格差が大きい。 

 

課題 

 構成比率の格差が生じている項目については、精査が必要である。 

 義務的経費は削減が困難な経費であるが、財政の硬直化を招く要因となる

ため、定員適正化の推進や市債借入の際の後年度負担に十分留意する必要が

ある。 



効果 

 三役、議員、各種委員、職員等の削減により、人件費及び物件費等の削減

が見込まれる。 

 普通建設事業費で、類似施設の建設費が抑制でき、より効果効率的な財政

運営が図られる。 

 

 ５目的別歳出の状況 

現状 

 構成比で見ると、新居浜市は民生費(25.0%)、土木費(21.4%)、公債費(12.3%)、

総務費(12.2%)、教育費(10.8%)の順で高くなっている。別子山村は、農林水

産業費(32.6%)、総務費(21.2%）、土木費(15.5%)、公債費(12.7%）の順で高

くなっている。新居浜市で最も高い構成比を占めている民生費が別子山村で

は6.1%、別子山村で最も高い構成比を占めている農林水産業費が新居浜市で



は2.0%と、格差が大きい。 

 

課題 

 構成比率の格差が生じている項目について、精査が必要である。 

 多種多様化する行政需要に的確に対応し、より効果効率的な行財政運営を

行うため、行政評価システムの確立、スクラップアンドビルドの徹底、職員

のコスト意識の向上等により事業の取捨選択を厳しく行う必要がある。 

 

 ６市税の状況 

現状 

 個人市民税については、標準税率の人口規模ランクが異なるため、均等割

額に差がある。 

 法人市民税、固定資産税、軽自動車税は同一である。 

 都市計画税については、新居浜市のみ採用している。市条例とは別に都市

計画税条例を昭和４１年に制定し、都市計画区域の土地及び家屋に対し課税

している。 

課題 



 個人市民税の均等割額は人口規模により適用されるため、合併後は人口５

０万未満であることから、新居浜市の現状と同額になる。 

 都市計画税については、新居浜市のみであり、合併によりこの税目をどう

するか検討を要する。 

備考 

 個人住民税均等割については、合併特例法により、合併年度及びこれに続

く 

３年度について不均一課税ができる。 

 

 ７特別会計の状況現状 

 3事業について、共通して特別会計が設置されている。 



 新居浜市は10事業中、平尾墓園事業が赤字となっているが、平成17年度に

は黒字に転じる見込みである。別子山村は、赤字はなく、4事業中3事業が黒

字である。 

課題 

 保険料等の調整及び収支の精査が必要である。 

 一般会計からの繰入を行っている事業については、特別会計の原則に基づ

き、歳入の確保、歳出の節減、効率化等、会計内における健全財政確保に向

け、より一層努めなければならない。 

効果 

 各会計内における人件費、物件費等の削減が見込まれ、効率的な財政運営

が図られる。 
 


